
○
総
務
省
令
第
百
二
号 

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
及
び
地
方
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
二
百
四
十

五
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
方
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
七
年
十
一
月
二
十
六
日 

総
務
大
臣　

林　
　

芳
正 

地
方
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令 

 

地
方
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
総
理
府
令
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
（
下
線
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順

次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



 
  

改　

正　

後

改　

正　

前

  
  

　
　
　

附　

則

　
　
　

附　

則

 

（
政
令
附
則
第
十
二
条
の
割
合
の
補
正
等
）

（
政
令
附
則
第
十
二
条
の
割
合
の
補
正
等
）

 

第
七
条　

［
略
］

第
七
条　

［
同
上
］

 

［
２
～

　

略
］

［
２
～

　

同
上
］

13

13

 

　

政
令
附
則
第
十
二
条
第
四
十
八
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の
修
繕
に
関
す
る
長
期
の
計
画
で
総

　

政
令
附
則
第
十
二
条
第
四
十
八
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の
修
繕
に
関
す
る
長
期
の
計
画
で
総

14

14

 

務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
三
年

務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
三
年

 

国
土
交
通
省
令
第
百
十
号
）
第
一
条
の
八
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
長
期
修
繕
計
画
と
す
る
。

国
土
交
通
省
令
第
百
十
号
）
第
一
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
長
期
修
繕
計
画
と
す
る
。

 

［

・

　

略
］

［

・

　

同
上
］

15

16

15

16

 

　

法
附
則
第
十
五
条
の
九
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す

　

法
附
則
第
十
五
条
の
九
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す

17

17

 

る
。

る
。

 

［
一
～
三　

略
］

［
一
～
三　

同
上
］

 

四　

次
に
掲
げ
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
書
類

四　

次
に
掲
げ
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
書
類

 

［
イ　

略
］

［
イ　

同
上
］

 

ロ　

マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
五
条
の
十
八
に
規
定
す
る
管
理
計
画
認
定
マ

ロ　

マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
五
条
の
八
に
規
定
す
る
管
理
計
画
認
定
マ
ン

 

ン
シ
ョ
ン　

マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
一
条
の
十
二
又
は
第
一

シ
ョ
ン　

マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
一
条
の
六
又
は
第
一
条
の

 

条
の
十
七
に
規
定
す
る
通
知
書
の
写
し
及
び
政
令
附
則
第
十
二
条
第
四
十
八
項
第
二
号
ロ
に
定
め
る
要
件

十
一
に
規
定
す
る
通
知
書
の
写
し
及
び
政
令
附
則
第
十
二
条
第
四
十
八
項
第
二
号
ロ
に
定
め
る
要
件
に
該

に
該
当
す
る
旨
を
証
す
る
国
土
交
通
大
臣
が
総
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
書
類

当
す
る
旨
を
証
す
る
国
土
交
通
大
臣
が
総
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
書
類

［
五　

略
］

［
五　

同
上
］

［

～

　

略
］

［

～

　

同
上
］

18

20

18

20

第
十
六
号
様
式
別
表
一
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
八
条
の
五
関
係
） 

第
十
六
号
様
式
別
表
一
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
八
条
の
五
関
係
） 

［
様
式　

略
］ 

［
様
式　

同
上
］ 

第
十
六
号
様
式
別
表
一
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
八
条
の
五
関
係
）

第
十
六
号
様
式
別
表
一
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
八
条
の
五
関
係
）

［
様
式　

略
］

［
様
式　

同
上
］

第
16
号
様
式
別
表
１
記
載
要
領

第
16
号
様
式
別
表
１
記
載
要
領

［１
３
　
略

］

［１
３
　
同
左

］

～
～

４
　

「売
渡
し
又
は
消
費
等
の
数
量

」の
欄
は

紙
巻
た
ば
こ
及
び
法
第

7
4
条
の
４
第
２
項
た
だ
し
書
に
規
定

４
　

「売
渡
し
又
は
消
費
等
の
数
量

」の
欄
は

紙
巻
た
ば
こ
及
び
法
第

7
4
条
の
４
第
２
項
た
だ
し
書
に
規
定

、
、

す
る
葉
巻
た
ば
こ
に
つ
い
て
は
本
数
を

紙
巻
た
ば
こ
以
外
の
製
造
た
ば
こ

（同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る

す
る
葉
巻
た
ば
こ
に
つ
い
て
は
本
数
を

紙
巻
た
ば
こ
以
外
の
製
造
た
ば
こ

（同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る

、
、

葉
巻
た
ば
こ
を
除
く

）に
つ
い
て
は
重
量

（加
熱
式
た
ば
こ
の
場
合
に
は

同
条
第
３
項
第
１
号
及
び
法

葉
巻
た
ば
こ
を
除
く

）に
つ
い
て
は
重
量

（加
熱
式
た
ば
こ
の
場
合
に
は

同
条
第
３
項
第
１
号
に
規
定

。
、

。
、

附
則
第
1
2条
の
２
に
規
定
す
る
加
熱
式
た
ば
こ
の
重
量
と
す
る

）を
記
載
す
る
こ
と

 
す
る
加
熱
式
た
ば
こ
の
重
量
と
す
る

）を
記
載
す
る
こ
と

 
。

。
。

。

こ
の
場
合
に
お
い
て

重
量
に
つ
い
て
0.

1グ
ラ
ム
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て

こ
の
場
合
に
お
い
て
重
量
に
つ
い
て
0.
1グ
ラ
ム
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て

、
、

、
、

る
こ
と

る
こ
と

。
。

［５
　
略

］

［５
　
同
左

］

第
十
六
号
様
式
別
表
二
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
八
条
の
五
関
係
）

第
十
六
号
様
式
別
表
二
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
八
条
の
五
関
係
）

［
様
式　

略
］

［
様
式　

同
上
］

第
十
六
号
様
式
別
表
二
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
八
条
の
五
関
係
）

第
十
六
号
様
式
別
表
二
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
八
条
の
五
関
係
）



［
様
式　

略
］

［
様
式　

同
上
］

第
16
号
様
式
別
表
２
記
載
要
領

第
16
号
様
式
別
表
２
記
載
要
領

［１
３
　
略

］

［１
３
　
同
左

］

～
～

４
　

「売
渡
し
又
は
消
費
等
の
合
計
数
量

」と
は
紙
巻
た
ば
こ
及
び
法
第

7
4
条
の
４
第
２
項
た
だ
し
書
に
規

４
　

「売
渡
し
又
は
消
費
等
の
合
計
数
量

」と
は

紙
巻
た
ば
こ
及
び
法
第

7
4
条
の
４
第
２
項
た
だ
し
書
に
規

、
、

定
す
る
葉
巻
た
ば
こ
の
本
数

同
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
製
造
た
ば
こ

（同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
葉

定
す
る
葉
巻
た
ば
こ
の
本
数

同
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
製
造
た
ば
こ

（同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
葉

、
、

巻
た
ば
こ
を
除
く

）の
重
量
を
紙
巻
た
ば
こ
の
本
数
に
換
算
し
た
も
の

（こ
の
数
値
に
小
数
点
以
下
１
位

巻
た
ば
こ
を
除
く

）の
重
量
を
紙
巻
た
ば
こ
の
本
数
に
換
算
し
た
も
の

（こ
の
数
値
に
小
数
点
以
下
１
位

。
。

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は

そ
の
端
数
を
切
り
捨
て

小
数
点
以
下
１
位
ま
で
算
出
し
た
も
の

）及
び
加

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は

そ
の
端
数
を
切
り
捨
て

小
数
点
以
下
１
位
ま
で
算
出
し
た
も
の

）及
び
加

、
、

、
、

熱
式
た
ば
こ
を
同
条
第
３
項
及
び
法
附
則
第

1
2
条
の
２
の
規
定
に
よ
り
換
算
し
た
紙
巻
た
ば
こ
の
本
数
の
合

熱
式
た
ば
こ
を
同
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
換
算
し
た
紙
巻
た
ば
こ
の
本
数
の
合
計
数
の
合
計
数
量
を
い
う

計
数
の
合
計
数
量
を
い
う
も
の
で
あ
る
こ
と

も
の
で
あ
る
こ
と

。
。

［５
　
略

］

［５
　
同
左

］

第
十
六
号
の
二
様
式
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
八
条
の
五
・
第
八
条
の
七
関
係
）

第
十
六
号
の
二
様
式
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
八
条
の
五
・
第
八
条
の
七
関
係
）

［
様
式　

略
］

［
様
式　

同
上
］

第
十
六
号
の
二
様
式
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
八
条
の
五
・
第
八
条
の
七
関
係
）

第
十
六
号
の
二
様
式
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
八
条
の
五
・
第
八
条
の
七
関
係
）

［
様
式　

略
］

［
様
式　

同
上
］

第
1
6号
の
２
様
式
記
載
要
領

第
1
6号
の
２
様
式
記
載
要
領

［１
３
　
略

］

［１
３
　
同
左

］

～
～

４
　

「数
量

」と
は

紙
巻
た
ば
こ
及
び
法
第

7
4
条
の
４
第
２
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
葉
巻
た
ば
こ
の
本
数

４
　

「数
量

」と
は

紙
巻
た
ば
こ
及
び
法
第

7
4
条
の
４
第
２
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
葉
巻
た
ば
こ
の
本
数

、
、

同
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
製
造
た
ば
こ

（同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
葉
巻
た
ば
こ
を
除
く

）の
重

同
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
製
造
た
ば
こ

（同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
葉
巻
た
ば
こ
を
除
く

）の
重

、
。

、
。

量
を
紙
巻
た
ば
こ
の
本
数
に
換
算
し
た
も
の

（こ
の
数
値
に
小
数
点
以
下
１
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は

量
を
紙
巻
た
ば
こ
の
本
数
に
換
算
し
た
も
の

（こ
の
数
値
に
小
数
点
以
下
１
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は

そ
の
端
数
を
切
り
捨
て

小
数
点
以
下
１
位
ま
で
算
出
し
た
も
の
）及

び
加
熱
式
た
ば
こ
を
同
条
第
３
項

そ
の
端
数
を
切
り
捨
て

小
数
点
以
下
１
位
ま
で
算
出
し
た
も
の

）及
び
加
熱
式
た
ば
こ
を
同
条
第
３
項

、
、

、
、

及
び
法
附
則
第

1
2条
の
２
の
規
定
に
よ
り
換
算
し
た
紙
巻
た
ば
こ
の
本
数
の
合
計
数
の
合
計
数
量
を
い
う
も

の
規
定
に
よ
り
換
算
し
た
紙
巻
た
ば
こ
の
本
数
の
合
計
数
の
合
計
数
量
を
い
う
も
の
で
あ
る
こ
と

 
。

の
で
あ
る
こ
と

。

［５
９
　
略

］

［５
９
　
同
左

］

～
～

第
十
六
号
の
二
様
式
別
表
一
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
八
条
の
五
・
第
八
条
の
七
関
係
）

第
十
六
号
の
二
様
式
別
表
一
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
八
条
の
五
・
第
八
条
の
七
関
係
）

［
様
式　

略
］

［
様
式　

同
上
］

第
十
六
号
の
二
様
式
別
表
一
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
八
条
の
五
・
第
八
条
の
七
関
係
）

第
十
六
号
の
二
様
式
別
表
一
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
八
条
の
五
・
第
八
条
の
七
関
係
）

［
様
式　

略
］

［
様
式　

同
上
］

第
16
号
の
２
様
式
別
表
１
記
載
要
領

第
16
号
の
２
様
式
別
表
１
記
載
要
領

［１
３

　

略

］

［１
３

　

同
左

］

～
～

４

　

「数
量

」と
は

紙
巻
た
ば
こ
及
び
法
第

7
4
条
の
４
第
２
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
葉
巻
た
ば
こ
の
本
数

４
　

「数
量

」と
は

紙
巻
た
ば
こ
及
び
法
第

7
4
条
の
４
第
２
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
葉
巻
た
ば
こ
の
本
数

、
、

同
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
製
造
た
ば
こ

（同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
葉
巻
た
ば
こ
を
除
く

）の
重

同
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
製
造
た
ば
こ

（同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
葉
巻
た
ば
こ
を
除
く

）の
重

、
。

、
。

量
を
紙
巻
た
ば
こ
の
本
数
に
換
算
し
た
も
の

（こ
の
数
値
に
小
数
点
以
下
１
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は

量
を
紙
巻
た
ば
こ
の
本
数
に
換
算
し
た
も
の

（こ
の
数
値
に
小
数
点
以
下
１
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は

そ
の
端
数
を
切
り
捨
て

小
数
点
以
下
１
位
ま
で
算
出
し
た
も
の

）及
び
加
熱
式
た
ば
こ
を
同
条
第
３
項

そ
の
端
数
を
切
り
捨
て

小
数
点
以
下
１
位
ま
で
算
出
し
た
も
の

）及
び
加
熱
式
た
ば
こ
を
同
条
第
３
項

、
、

、
、

及
び
法
附
則
第

1
2
条
の
２
の
規
定
に
よ
り
換
算
し
た
紙
巻
た
ば
こ
の
本
数
の
合
計
数
の
合
計
数
量
を
い
う
も

の
規
定
に
よ
り
換
算
し
た
紙
巻
た
ば
こ
の
本
数
の
合
計
数
の
合
計
数
量
を
い
う
も
の
で
あ
る
こ
と

。

の
で
あ
る
こ
と

。

第
十
六
号
の
二
様
式
別
表
二
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
八
条
の
五
・
第
八
条
の
七
関
係
）

第
十
六
号
の
二
様
式
別
表
二
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
八
条
の
五
・
第
八
条
の
七
関
係
）

［
様
式　

略
］

［
様
式　

同
上
］

第
十
六
号
の
二
様
式
別
表
二
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
八
条
の
五
・
第
八
条
の
七
関
係
）

第
十
六
号
の
二
様
式
別
表
二
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
八
条
の
五
・
第
八
条
の
七
関
係
）



［
様
式　

略
］

［
様
式　

同
上
］

第
16
号
の
２
様
式
別
表
２
記
載
要
領

第
16
号
の
２
様
式
別
表
２
記
載
要
領

［１
３

　

略

］

［１
３

　

同
左

］

～
～

４
　

「数
量

」と
は

紙
巻
た
ば
こ
及
び
法
第

7
4
条
の
４
第
２
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
葉
巻
た
ば
こ
の
本
数

４

　

「数
量

」と
は

紙
巻
た
ば
こ
及
び
法
第

7
4
条
の
４
第
２
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
葉
巻
た
ば
こ
の
本
数

、
、

同
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
製
造
た
ば
こ

（同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
葉
巻
た
ば
こ
を
除
く

）の
重

同
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
製
造
た
ば
こ

（同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
葉
巻
た
ば
こ
を
除
く

）の
重

、
。

、
。

量
を
紙
巻
た
ば
こ
の
本
数
に
換
算
し
た
も
の

（こ
の
数
値
に
小
数
点
以
下
１
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は

量
を
紙
巻
た
ば
こ
の
本
数
に
換
算
し
た
も
の

（こ
の
数
値
に
小
数
点
以
下
１
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は

そ
の
端
数
を
切
り
捨
て

小
数
点
以
下
１
位
ま
で
算
出
し
た
も
の

）及
び
加
熱
式
た
ば
こ
を
同
条
第
３
項

そ
の
端
数
を
切
り
捨
て

小
数
点
以
下
１
位
ま
で
算
出
し
た
も
の

）及
び
加
熱
式
た
ば
こ
を
同
条
第
３
項

、
、

、
、

及
び
法
附
則
第

1
2
条
の
２
の
規
定
に
よ
り
換
算
し
た
紙
巻
た
ば
こ
の
本
数
の
合
計
数
の
合
計
数
量
を
い
う
も

の
規
定
に
よ
り
換
算
し
た
紙
巻
た
ば
こ
の
本
数
の
合
計
数
の
合
計
数
量
を
い
う
も
の
で
あ
る
こ
と

 
。

の
で
あ
る
こ
と

。

［５
　
略

］

［５
　
同
左

］

第
十
六
号
の
二
様
式
別
表
三
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
八
条
の
五
・
第
八
条
の
七
関
係
）

第
十
六
号
の
二
様
式
別
表
三
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
八
条
の
五
・
第
八
条
の
七
関
係
）

［
様
式　

略
］

［
様
式　

同
上
］

第
十
六
号
の
二
様
式
別
表
三
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
八
条
の
五
・
第
八
条
の
七
関
係
）

第
十
六
号
の
二
様
式
別
表
三
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
八
条
の
五
・
第
八
条
の
七
関
係
）

［
様
式　

略
］

［
様
式　

同
上
］

第
1
6号
の
２
様
式
別
表
３
記
載
要
領

第
1
6号
の
２
様
式
別
表
３
記
載
要
領

［１
３

　

略

］

［１
３

　

同
左

］

～
～

４

　

「数
量

」と
は

紙
巻
た
ば
こ
及
び
法
第

7
4
条
の
４
第
２
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
葉
巻
た
ば
こ
の
本
数

４

　

「数
量

」と
は

紙
巻
た
ば
こ
及
び
法
第

7
4
条
の
４
第
２
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
葉
巻
た
ば
こ
の
本
数

、
、

同
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
製
造
た
ば
こ

（同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
葉
巻
た
ば
こ
を
除
く

）の
重

同
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
製
造
た
ば
こ

（同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
葉
巻
た
ば
こ
を
除
く

）の
重

、
。

、
。

量
を
紙
巻
た
ば
こ
の
本
数
に
換
算
し
た
も
の

（こ
の
数
値
に
小
数
点
以
下
１
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は

量
を
紙
巻
た
ば
こ
の
本
数
に
換
算
し
た
も
の

（こ
の
数
値
に
小
数
点
以
下
１
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は

そ
の
端
数
を
切
り
捨
て

小
数
点
以
下
１
位
ま
で
算
出
し
た
も
の
）及

び
加
熱
式
た
ば
こ
を
同
条
第
３
項

そ
の
端
数
を
切
り
捨
て

小
数
点
以
下
１
位
ま
で
算
出
し
た
も
の

）及
び
加
熱
式
た
ば
こ
を
同
条
第
３
項

、
、

、
、

及
び
法
附
則
第

1
2条
の
２
の
規
定
に
よ
り
換
算
し
た
紙
巻
た
ば
こ
の
本
数
の
合
計
数
の
合
計
数
量
を
い
う
も

の
規
定
に
よ
り
換
算
し
た
紙
巻
た
ば
こ
の
本
数
の
合
計
数
の
合
計
数
量
を
い
う
も
の
で
あ
る
こ
と

。

の
で
あ
る
こ
と

。

第
十
六
号
の
五
様
式
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
八
条
の
六
・
第
八
条
の
七
・
第
八
条
の

第
十
六
号
の
五
様
式
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
八
条
の
六
・
第
八
条
の
七
・
第
八
条
の

九
・
第
十
六
条
の
二
の
五
・
第
十
六
条
の
四
関
係
）

九
・
第
十
六
条
の
二
の
五
・
第
十
六
条
の
四
関
係
）

［
様
式　

略
］

［
様
式　

同
上
］

第
十
六
号
の
五
様
式
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
八
条
の
六
・
第
八
条
の
七
・
第
八
条
の
九

第
十
六
号
の
五
様
式
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
八
条
の
六
・
第
八
条
の
七
・
第
八
条
の
九

関
係
）

関
係
）

［
様
式　

略
］

［
様
式　

同
上
］

第
16
号
の
５
様
式
記
載
要
領

第
16
号
の
５
様
式
記
載
要
領

［１
４

　

略

］

［１
４

　

同
左

］

～
～

５

　

「数
量

」の
欄
は

紙
巻
た
ば
こ
及
び
法
第

7
4
条
の
４
第
２
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
葉
巻
た
ば
こ
に
つ

５
　

「数
量

」の
欄
は

紙
巻
た
ば
こ
及
び
法
第

7
4
条
の
４
第
２
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
葉
巻
た
ば
こ
に
つ

、
、

い
て
は
本
数
を

紙
巻
た
ば
こ
以
外
の
製
造
た
ば
こ

（同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
葉
巻
た
ば
こ
を
除
く

い
て
は
本
数
を

紙
巻
た
ば
こ
以
外
の
製
造
た
ば
こ

（同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
葉
巻
た
ば
こ
を
除
く

、
、

）に
つ
い
て
は
重
量

（加
熱
式
た
ば
こ
の
場
合
に
は

同
条
第
３
項
第
１
号
及
び
法
附
則
第

1
2
条
の
２
に

）に
つ
い
て
は
重
量

（加
熱
式
た
ば
こ
の
場
合
に
は

同
条
第
３
項
第
１
号
に
規
定
す
る
加
熱
式
た
ば
こ

。
、

。
、

規
定
す
る
加
熱
式
た
ば
こ
の
重
量
と
す
る

）を
記
載
す
る
こ
と

 
の
重
量
と
す
る

）を
記
載
す
る
こ
と

 
。

。
。

。

こ
の
場
合
に
お
い
て
重
量
に
つ
い
て

0.1
グ
ラ
ム
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て

こ
の
場
合
に
お
い
て
重
量
に
つ
い
て

0.1
グ
ラ
ム
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て

、
、

、
、

る
こ
と

る
こ
と

。
。

６
　
製
造
た
ば
こ
の
区
分
ご
と
の
小
計

（法
第
7
4
条
の
４
第
２
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
製
造
た
ば
こ

（同
項

６
　
製
造
た
ば
こ
の
区
分
ご
と
の
小
計

（法
第
7
4
条
の
４
第
２
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
製
造
た
ば
こ

（同
項

た
だ
し
書
に
規
定
す
る
葉
巻
た
ば
こ
を
除
く

）に
あ
っ
て
は

区
分
ご
と
の
重
量
の
小
計
を
紙
巻
た
ば
こ

た
だ
し
書
に
規
定
す
る
葉
巻
た
ば
こ
を
除
く

）に
あ
っ
て
は

区
分
ご
と
の
重
量
の
小
計
を
紙
巻
た
ば
こ

。
、

。
、



の
本
数
に
換
算
し
た
も
の

（こ
の
数
値
に
小
数
点
以
下
１
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
そ
の
端
数
を
切

の
本
数
に
換
算
し
た
も
の

（こ
の
数
値
に
小
数
点
以
下
１
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は

そ
の
端
数
を
切

、
、

り
捨
て

小
数
点
以
下
１
位
ま
で
算
出
し
た
も
の

）と
し

加
熱
式
た
ば
こ
に
あ
っ
て
は

同
条
第
３
項
及

り
捨
て

小
数
点
以
下
１
位
ま
で
算
出
し
た
も
の

）と
し

加
熱
式
た
ば
こ
に
あ
っ
て
は

同
条
第
３
項
の

、
、

、
、

、
、

び
法
附
則
第

1
2
条
の
２
の
規
定
に
よ
り
換
算
し
た
紙
巻
た
ば
こ
の
本
数
の
合
計
数
と
す
る

）及
び
そ
の
合

規
定
に
よ
り
換
算
し
た
紙
巻
た
ば
こ
の
本
数
の
合
計
数
と
す
る

）及
び
そ
の
合
計
を
末
尾
の
欄
に
記
載
す

。
。

計
を
末
尾
の
欄
に
記
載
す
る
こ
と

る
こ
と

。
。

［７
　
略

］

［７
　
同
左

］

備
考　

表
中
の
［　

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



附　

則 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条　

こ
の
省
令
は
、
令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
六
号
様
式
、
第
十
六
号
の
二

様
式
並
び
に
第
十
六
号
の
五
様
式
の
改
正
規
定
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
道
府
県
た
ば
こ
税
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
二
条　

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
次
条
に
お
い
て
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
六
号
様

式
、
第
十
六
号
の
二
様
式
及
び
第
十
六
号
の
五
様
式
は
、
前
条
た
だ
し
書
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
以
下
こ
の

条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
一
部
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
行
わ
れ
る
地
方
税
法
（
次
条
に
お
い
て
「
法
」
と
い

う
。
）
第
七
十
四
条
の
二
第
一
項
の
売
渡
し
又
は
同
条
第
二
項
の
売
渡
し
若
し
く
は
消
費
等
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
売
渡
し
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
製
造
た
ば
こ
に
対
し
て
課
す
べ
き
道
府
県
た
ば
こ
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
一

部
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
売
渡
し
等
に
係
る
製
造
た
ば
こ
に
対
し
て
課
し
た
、
又
は
課
す
べ
き
で
あ
っ
た
道
府
県
た

 

ば
こ
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
市
町
村
た
ば
こ
税
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
三
条　

新
規
則
第
十
六
号
の
五
様
式
は
、
一
部
施
行
日
以
後
に
行
わ
れ
る
法
第
四
百
六
十
五
条
第
一
項
の
売
渡
し
又

は
同
条
第
二
項
の
売
渡
し
若
し
く
は
消
費
等
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
売
渡
し
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
製
造
た

ば
こ
に
対
し
て
課
す
べ
き
市
町
村
た
ば
こ
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
一
部
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
売
渡
し
等
に
係
る
製



造
た
ば
こ
に
対
し
て
課
し
た
、
又
は
課
す
べ
き
で
あ
っ
た
市
町
村
た
ば
こ
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

 
る
。


